
令
和
６
年
度
  
傷 
�
・
�
償
事
故
状
況

発⽣⽉ 作業� 状     況 傷��状/損�内�
�
�

令和６年
５⽉ 草刈作業

��周りの草刈りを�頼され、作
業をしたところ、�湯�の配�等
を切�した。�員は気づかなかっ
たようだが、��が�宅して�⼝
をひねったところお湯がでないこ
とに気づき、故�したかなと思
い、業者にみてもらったところ、
�湯�の配�等が切�されたいた
ため、草刈りが��と�かった。

破損
２９，７００円
（�員�責１万円）

�償
保�

令和６年
８⽉ 草刈作業

草刈りを��され、�員６�で作
業をしていた。�理のためのケー
ブル�が草に隠れていたため�っ
て切�してしまった。

破損
８６９，０００円
（�員�責１万円）

�償
保�

令和６年
１１⽉ 伐採作業

��内に��した�⽊等の保�、
�理業�に従事しており、周囲の
�⽊をチェーンソウで�伐してい
たところ、狭い場�での作業とな
り、チェーンソウが�動で左ひざ
の上�にあたり切傷を負い、６�
�った。

切傷/��６⽇ 傷�
保�

現　　行 令和７年５月１日以降

会員自己負担額 損 害 賠 償 金 額 会員自己負担額

１０，０００円

１０万円未満 １０，０００円

１０万円以上３０万円未満 ２０，０００円

３０万円以上 ３０，０００円

SILVER  NEWS
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賠 償 事 故 / 会 員 の 免 責 額 を ⾒ 直 し へ賠 償 事 故 / 会 員 の 免 責 額 を ⾒ 直 し へ
  令和6年度は以下のとおり
高額な損害賠償事故が発
生。保険会社より免責額の
引き上げについて通知され
ました。
　それにより理事会で右図
のように会員就業規約の一
部を改正しました。

5/30(金)
14時～
定時総会
開催
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就業時の基本マナー就業時の基本マナー

５

シルバー 　会員
再確認！

会津美里町シルバー人材センター

安全を最優先！道具の点検は必ず！
事故は絶対に起こさない！

仕事を請けたらお客様に作業日の連絡を！

笑顔で挨拶、身だしなみ、誠実な行動　
適切な敬語を使用する

作業後、確認印をいただき
「作業日報」を速やかに戻してください

依頼した方は連絡を待っています。日程が未定なら
「今月下旬」等と先ず速やかに連絡し、作業日が確定
次第、再度連絡（事務局からの連絡希望発注者除く）

*ヘルメット未着用での事故の保険対応はいたしません

*お客様から苦情があった会員への紹介はできません

会員＝個人事業主(フリーランス)　仕事完了まで責任を

仕事上知りえた情報を話さない
（守秘義務があります）

（お客様への請求書作成が遅れます）

公益社団法人
電　話　0242-55-1031


